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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業大

臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 60695-1（火災危険性試験－電気・電子）の第 1 部の規格群は，次に示す部で構成する。 

JIS C 60695-1-10 第 1-10 部：電気・電子製品の火災危険性評価指針－一般指針 

JIS C 60695-1-11 第 1-11 部：電気・電子製品の火災危険性評価指針－火災危険性アセスメント 

JIS C 60695-1-12 第 1-12 部：電気・電子製品の火災危険性評価指針－火災安全工学 

JIS C 60695-1-20 第 1-20 部：電気・電子製品の火災危険性評価指針－着火性－一般指針 

JIS C 60695-1-30 第 1-30 部：電気・電子製品の火災危険性評価指針－予備選択試験－一般指針 
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日本産業規格          JIS 
 C 60695-1-12：2025 
 (IEC 60695-1-12：2015) 

火災危険性試験－電気・電子－第 1-12 部： 
電気・電子製品の火災危険性評価指針－ 

火災安全工学 
Fire hazard testing-Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of 

electrotechnical products-Fire safety engineering 
 

序文 

この規格は，2015 年に第 1 版として発行された IEC 60695-1-12 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

火災安全工学 

火災安全工学（FSE: Fire Safety Engineering）は，特定の火災シナリオの分析を通して，又は一連の火災

シナリオに対する危険の定量化を通して，構築された環境における設計の開発又は評価に対する科学的原

則に基づく工学的方法の適用に関係する。これは，通常，a)～e)に記載する火災安全工学の目的を達成する

ためである。 

a) 生命の安全 

b) 財産の保護 

c) 事業の継続 

d) 自然環境の保全 

e) 財産の保全 

火災シナリオの分析は，主に定量的火災試験から得られた入力データを用いた計算に基づいている。 

火災安全工学は，世界中の多くの国及び地域における性能基準による国家火災安全規制の支援策として

次第に用いられてきている分野である。 

多くの国では，純粋な性能基準による規制に追加して，火災安全工学の原則を特定の設計側面に適用す

ることによって，規制を補完している。具体的な設計側面では，費用の削減，代替方法の実施，性能の改

善及び安全性の向上が目的である。 

国際海事機関（IMO）は，船舶の火災安全設計を開発するために，火災安全工学及び ISO 規格を用いて

いる。これらは，規範的な火災安全要求事項に基づく設計の改善策と考えられる。 

定性的及び定量的火災試験 


